
２００５年度  事 業 報 告 書 

                                 特定非営利活動法人  

被害者支援ネットワーク佐賀VOISS 

１ 事業実施の方針 

 この事業は、犯罪被害、ドメスティック・バイオレンス、子どもへの虐待、性暴力、その他の被害者や

家族等に対して支援を行い、誰もが今いるその場所で、安全に安心して暮らす権利を保障する社会の実

現を目的とする。 

２ 事業の実施に関する事項 

＜特定非営利活動に係る事業＞                                

事 業 名 事 業 内 容 実施日時 
実施 

場所 

従事

者の

人数 

受益対象

者の範囲

及び人数

① 犯罪被害者の相
談に関する事業 

 

 

・電話､電子メールに 

よる相談､専門機関への

カウンセリング委託等の

支援活動、付添い支援 

・面接相談 

・全国共通ＤＶホットライ

ン 

 

 

 

毎週月－金 

10:00-17:00 

（水13:00-17:00） 

 

随時 

10月迄は毎週月曜 

11月から 第2･4月曜 

11/25  29時間ノンス 

トップ・ホットライン

参加 

事務所 
 

各関係

機関 

面接室 

 

10人 

 

 

佐賀県民

他 

664人 

②犯罪被害者等給

付金の支給を受

けようとする者

が行う申請の補

助に関する事業 

･犯罪被害給付金について

の説明､各給付金申請に必

要な書類を揃える為の支

援 

 

 

 

各関係

機関 

 

0人 

 

 

佐賀県民 

0人 

 

③被害者等に対す

る物品の供与又

は貸与､役務の提

供その他の方法

による支援に関

する事業 

・自助グループ支援  

・裁判傍聴 

 

 

随時  

6/6,7/13, 7/25,8/22, 

9/5,9/6,9/16,12/13, 

12/15 

 

各関係

機関 

 

 

6人 

5人 

 

 

佐賀県民

他 

 

 

④被害者支援につ

いての広報及び

啓発活動に関す

る事業 

 

・会報発行 

・HP更新 

・2005年 被害者支援 

フォーラム開催 

・ＤＶとは  被害者支援

ボランティア講座開催 

・犯罪被害者支援ボランテ

ィア・サポーター養成講座

・アバンセ「女性と人権セ

ミナー」企画会議出席 

・アバンセ「女性と人権セ

ミナー」共催 

・佐賀市児童虐待防止専門

化講座 

8/31,11/30,1/27 

随時 

10/12 

 

12/23･24 

 

1/7,1/29，2/19 

 

6/7 

 

11/5,11/11,11/18 

 

6/10,8/5,10/7,12/9, 

2/17 

事務所､ 

公的施

設など 

 

 

 

 

 

10人 

 

10人 

 

10人 

 

10人 

 

1人 

 

5人 

 

15人 

 

会員､ 

佐賀県民

及び 

関係者 

 

 



・事例検討学習会開催 

・弁護士会被害者支援シン

ポジウム企画会議出席 

・各機関への講師派遣 

 

 

 

 

・被害者支援キャンペーン

新聞折り込みチラシ配布

8/5,2/17 

 

6/24 

4/10,7/25,7/27,7/28,

8/10,8/19,8/24(2校) 

9/14,9/27,10/18, 

11/25,12/27,2/4,2/24

3/4,3/8 

10/3 

 

 

8人 

1人 

 

4人 

 

 

 

 

6人 

⑤被害者等に対す

る調査研究に関

する事業 

 

・定例事例検討会 

・事例検討会 

・ＶＳ協議会出席 

・ＤＶ総合対策会議基本計

画策定専門部会出席 

・ＤＶ対策センター事例集

策定作業部会出席 

・ＤＶ総合対策会議出席 

 

・佐賀県ＤＶ関係機関実務

者研修会出席 

・婦人保護事業関係機関連

絡会議出席 

・佐賀県人権教育･啓発推

進懇話会出席 

・佐賀市児童虐待防止連絡

協議会代表者会議出席 

・佐賀市要保護児童対策地

域協議会実務者会出席 

・セクハラ裁判支援会議 

出席 

・日本司法支援センター 

佐賀意見交換会出席 

・青少年サポートネットワ

ーク推進会議出席 

・犯罪被害者等基本法制定

記念  全国大会出席 

・全国被害者支援ネットワ

ーク 2005年全国研修会

出席 

・日本トラウマティック・

ストレス学会出席 

・ひょうご被害者支援フォ

ーラム出席 

・全国被害者支援ネットワ

ーク 直接支援セミナー

出席 

・全国シェルターシンポジ

ウム2005inあいち出席 

毎月2回 

4/30,5/11,3/9 

6/3 

4/19,6/30,8/19 

 

5/17 

 

4/7,5/31,7/29,10/6, 

12/22 

3/9 

 

6/29, 

 

9/12,2/13,3/28 

 

4/22 

 

7/1,9/2,12/2,3/24 

 

6/22 

 

9/14 

 

11/13 

 

11/26・27 

 

10/28（秋期） 

2/17･18（春期） 

 

2/10・11 

 

6/11～12 

 

3/13～16 

 

 

9/17･18 

 

事務所

各関係

機関 

派遣先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10人 

2人 

2人 

2人 

 

1人 

 

2人 

 

2人 

 

1人 

 

2人 

 

1人 

 

2人 

 

1人 

 

1人 

 

2人 

 

2人 

 

1人 

2人 

 

3人 

 

2人 

 

1人 

 

 

2人 

 

佐賀県民

及び 

関係者 

 

 



・フェミニストカウンセリ

ング学会全国大会出席 

5/28･29        2人 

⑥自助グループへ

の支援に関する

事業 

 

・会合参加及び支援 

 

 

・同行支援 

4/23,5/7,5/21,7/2, 

9/3,11/12,12/13, 

12/14,3/11 

 

事務所 

公的施

設など 

6人 

 

5人 

佐賀県民 

他 

⑦その他この法人

の目的を達成す

るために必要な

事業 

・研究協力 

・報道機関への取材協力 

・市民活動ボランティア団

体事例発表会 

・炎博成果発表会 

随時 

5/25,12/7,1/13,1/20 

9/23 

 

3/24 

事務所 

公的施

設など 

13人 

 

1人 

 

1人 

会員及び

佐賀県民 

 

 



２００６年度  事 業 計 画 書  

 

                                         特定非営利活動法人 

被害者支援ネットワーク佐賀VOISS 

1、事業実施の方針 

 この事業は、犯罪被害、ドメスティック・バイオレンス、子どもへの虐待、性暴力、その

他の被害者や家族等に対して支援を行い、誰もが今いるその場所で、安全に安心して暮ら

す権利を保障する社会の実現を目的とする。 

２、事業の実施に関する事項 

＜特定非営利活動に係る事業＞ 

事業名 事業内容 

① 犯罪被害者等の相談に 
関する事業 

･電話､電子ﾒｰﾙによる相談､専門機関へのカウンセリング委託等の支

援活動、付添い支援 

・面接相談 

・全国共通DVホットライン参加 

②犯罪被害者等給付金の支給を

受けようとする者が行う申請の

補助に関する事業 

･犯罪被害給付金についての説明､各給付金申請に必要な書類を揃

える為の支援 

③被害者等に対する物品の供与

又は貸与､役務の提供その他の

方法による支援に関する事業 

･被害届申請及び各機関への同行 

・裁判傍聴 

④被害者支援についての広報及

び啓発活動に関する事業 

･会報発行 

・パンフレット発行 

・HP更新 

・10月3日 犯罪被害者支援の日 広報啓発 

・セクハラグル－プ相談事業 

・犯罪被害者に対する支援のための協議会（ＶＳ協議会）出席 

・ＤＶ総合対策会議出席 

・佐賀市要保護児童対策地域協議会出席 

・佐賀市要保護児童対策地域協議会実務者会議出席 

・佐賀市委託 児童虐待防止専門化講座開催（全４回） 

・佐賀市委託 育児支援家庭訪問事業 

・アバンセ「女性と人権セミナー」共催 

・各機関への講師派遣                             

・ボランティア、サポーター研修会開催 

⑤被害者等に対する調査研究に

関する事業 

・定例事例検討会開催 

・関係機関を交えての事例検討会開催 

・全国犯罪被害者支援フォーラム、秋期、春期研修会参加 

・犯罪被害者等基本法制定記念 全国大会 

・直接的支援セミナー参加 

・全国シェルターシンポジウム出席 

・カウンセリング研修会参加 

⑥自助ｸﾞﾙｰﾌﾟへの支援に関する

事業 

・会合参加及び支援 

・同行支援 

⑦その他この法人の目的を達成

するために必要な事業 

・研究協力 

・報道機関などへの取材協力 


